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 可燃ごみや有価物等以外の廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」に従い適正に処理を行
わなければなりません。廃棄物を研究室単位で処理する場合は、部局担当係を通して廃棄依頼を行ってください。
 また本学では、研究室等で生じたごみを、実験系廃棄物と生活系廃棄物に分け、更にそれらを細かく分類し、適切に
処分委託しています。
 分類や処分方法については、「化学物質管理及び廃液・廃棄物の管理の手引き」やポスター（下図）を参照してくだ
さい。

○実験系廃棄物の処理

 大学で排出される実験系廃棄物は、その組成が千差万別であることから、個々の廃液・廃棄物の性状、毒性、危険性
を最もよく知っている排出者による的確な分別貯留と、外部委託処理業者への確実な受渡しが不可欠です。
 実験系廃棄物は、部局ごとに集められ、定期的に処分を行っています。部局内の収集方法は部局毎に異なりますので
、部局担当に問い合わせてください。



○生活系廃棄物の処理

＊生活系分別ごみ

 各部局に設置している分別ごみ置き場に、ルールを守って出してください。

○リサイクルシステム

 「譲ります」、「貸します」、「探しています」といった登録が、下記のURLからできます。「リサイクル品照会」で
探して、ほしいものがありましたら、入力した人に直接照会を行い、物品のリサイクルを行うシステムです。大いに活
用してください。

 https://recycle.jimu.kyushu-u.ac.jp

   ★ もっと詳しく知るには

 ・環境安全センターホームページ https://ces.kyushu-u.ac.jp/ 上記URLから、「化学物質管理及び廃液・廃棄物処理の

手引き」、無機系廃液の「処理依頼伝票」等がダウンロードできます。

 

   ◆ お問い合わせ先

 ・廃棄物処理全般 総務部環境安全管理課環境管理係（環境安全センター） 092-802-2591 内線:90-2591

・リサイクルシステム 財務部資産活用課 092-802-6177 内線:90-6177
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